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裁判そのものに国民が参加する制度としては，司法制度改革の一

環として2009年に導入された裁判員制度がある｡20歳以上（2022年4

月から18歳以上に変更）の国民から選ばれた裁判員が，殺人など重

大事件の第一審で，有罪か無罪か，
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裁判そのものに国民が参加する制度としては，司法制度改革の一

環として2009年に導入された裁判員制度がある｡18歳以上の国民か

ら選ばれた裁判員が，殺人など重大事件の第一審で，有罪か無罪か，
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をもとにつくられる裁

判員候補者名簿からくじで選ばれ，１つの事件

ごとに裁判所の選任手続きによって
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